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○ 長野県との事前協議に伴う意見 

旧 新 
②保健・医療施策の充実 
新市や関係団体が行う健康づくりなどの保健活動に対する技術的

支援を通じて、地域住民の健康増進を図ります。 
第２次救急医療体制の確保を図るため、病院群輪番制参加病院への

財政的支援を引き続き行います。 

②保健・医療施策の充実 
新市や関係団体が行う健康づくりなどの保健活動に対する技術的

支援を通じて、地域住民の健康増進を図ります。 
 

 
○ 上記以外の修正 

旧 新 
（脚注）＊14 地域自治区 
住民と行政の連携を図るために、条例に基づいて設置する区域。市

町村長が地区住民から選任する地域審議会と事務を分掌する事務所
をおくことができる。 

（脚注）＊14 地域自治区 
住民自治を充実するために条例等により設置する区域。区には住民

の意見を取りまとめる地域協議会と、住民に身近な事務を住民との連
携を図りながら処理する事務所を置く。 

①農業の振興 
新市には、基盤整備の進んだ広大な農地がありますが、近年の農業

を取り巻く環境はますます厳しくなっており、農業従事者の減少が続
いています。そこで、今後も引き続き、土地改良事業や用排水路・農
道整備等の生産基盤の整備により、優良な農地の保全を図ります。ま
た、市街化の進展に対し、農地以外の土地利用との調整を図り、農地
としての機能の低下を防ぎます。 
また、高齢化等が進み担い手不足等による耕作放棄地などの遊休農

地や荒廃農地をなくすため、営農支援センターなどを核に農業法人や
協業組合に対する支援、集落営農等に向けた取り組みを行っていきま
す。 
≪以下省略≫ 

①農業の振興 
新市には、基盤整備の進んだ広大な農地がありますが、近年の農業

を取り巻く環境はますます厳しくなっており、農業従事者の減少が続
いています。そこで、今後も引き続き、土地改良事業（用排水路・農
道整備等）、その他の農業生産基盤整備により、優良な農地の保全を
図ります。また、市街化の進展に対し、農地以外の土地利用との調整
を図り、農地としての機能の低下を防ぎます。 
また、高齢化等が進み担い手不足等による耕作放棄地などの遊休農

地や荒廃農地をなくすため、営農支援センターなどを核に農業法人や
協業組合に対する支援、集落営農等に向けた取り組みを行っていきま
す。 
≪以下省略≫ 

財政用語解説｢表｣ 
地方譲与税は、手続上、国税として納税されている税金の全部又は

一部が、一定の基準で地方公共団体に譲与されるもので、地方道路譲
与税、自動車重量贈与税、所得譲与税などがあります。 

交付金は、国税及び収納金の全部又は一部が、一定の基準で地方公
共団体に交付されるもので、利子割交付金、地方消費税交付金、ゴル
フ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全
対策特別交付金などがあります。 

財政用語解説｢表｣ 
地方譲与税は、手続上、国税として納税されている税金の全部又は

一部が、一定の基準で地方公共団体に譲与されるもので、地方道路譲
与税、自動車重量贈与税、所得譲与税などがあります。 
交付金は、国税、都道府県税及び収納金の全部又は一部が、一定の

基準で地方公共団体に交付されるもので、利子割交付金、地方消費税
交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付
金、交通安全対策特別交付金などがあります。 

 


